
審査請求の流れ  

 

 

（※）取消しを求める内容により、以下のとおり取消訴訟を提起できます。 

行政処分

の取消し 

次のいずれかの要件に該当する場合、市町村を被告として処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

・審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内 

・審査請求をした日の翌日から３か月経過しても裁決がないとき 

・処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があ

るとき 

・その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 

審査会裁

決の取消

し 

介護保険審査会の裁決に不服がある場合、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、神奈川県を被告として所管の地方裁判所に裁決の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

 

被

保

険

者

 

市町村 
（保険者） 

都道府県 
介護保険審査会 

保険給付等審査部会 

被保険者代表 ３名 

市町村代表  ３名 

公益代表   ３名 

 

 

介護認定審査部会 

公益代表 ３名 

要介護認定以外（保険料賦

課決定、給付制限等）の処

分に対する審査請求事案

を審査 

 

 

要介護認定処分に対する

審査請求事案を審査 

裁判所 

①介護保険料賦課・要介護認定等の行政処分 

②行政処分に対する疑義 

③疑義に対する説明 

④介護保険法第 183条に基づく審査請求 

※処分があったことを知った翌日から
起算して３か月以内 

（⑤補正命令） 

（⑥補正書の提出） 

（⑩反論書の提出） 

（⑭再反論書の提出） 

（⑫再弁明書の提出） 

⑮裁決 

⑯取消訴訟（※） 

⑧弁明書の提出 
⑦審査請求書の送付と

弁明書の提出依頼 

⑨弁明書の送付と反論書の提出依頼 
（⑬再弁明書の送付と再反論書の提出依頼） 

⑪反論書の送付と再
弁明書の提出依頼 


